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　家庭どうぶつ医療は、対象どうぶつが多岐にわたり、かつ全科診療である

ことから、人医療と比較し診療範囲が広大と言えます。これに加え自由診療の

仕組みを採用してきたことは、診療の多様性と自由裁量性を創出し、これまでの

獣医療の発展に多大な影響を与えてきたものと認識しております。事実、

アニコム損害保険株式会社（以下、アニコム損保）における年間250万件以上の

保険金請求データを基に、その診療情報を紐解くと、ひとつの診療科でも動物

病院によって傷病に対する治療法は大樹の枝葉のように分岐しており、その

多様性を実感するところです。一方で、多様な枝葉を持つ大樹には「幹」が

必要でもあると考えており、保険会社としてこの「幹」の輪郭を見出すことは、

公平・公正・適正な保険制度を運営するために不可欠であると考えております。

　そこで、アニコム損保ではこれまでの保険金請求データと、獣医学成書及び

専門家の知見を統合することにより、診療方針の「幹」となる部分（標準的基

礎診療）の明確化を行うことにいたしました。

　今回、その第一版として、最も保険金請求頻度の多い「皮膚疾患」を取り上げ、

その上位４疾患（膿皮症、アレルギー性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、その他の

皮膚炎）について永田雅彦先生（アジア獣医皮膚科専門医）監修のもと、本書を

作成するに至りました。本書は、先進性、高度性を重視したものではなく、

あくまでも統計学的観点と専門家の観点から見た、最大公約数としての傷病の

定義および診療方針を公開するものであります。従って、本書記載の診療法は

ペット保険における補償要件とするものではなく、保険金請求時における

診療の妥当性を検討するための補助としてご利用いただくことを目的

としております。

　本書が、我が国における更なる獣医療の発展と、臨床に接する獣医師の

一助となれば幸いです。



広 義 のア レル ギ ー とは :
❶　多因性：アトピー等
❷　単因性：ノミ、食物等

本ガイドラインを作成するにあたり、アニコム損保の1年間の
支払いデータをもとに疾患頻度を算出した。皮膚炎を呈する
傷病が71％を占めていることが判明し、本ガイドライン初版に
おいては、皮膚炎の診断基準を明確にすることを目指した。

皮膚疾患の75％を占める赤い痒みを特徴とした日常疾患の
診断フローを以下に示す。なお、太字の4桁の数字は前頁の
傷病名N oを記載している。

皮膚科の疾患頻度 ‘赤い痒み’の診断アルゴリズム

傷病名一覧表
Ver.2.0【皮膚科抜粋】

＋

しわ
［p1１］
2205

あぶら
［p1１］
2214

感染症

規則性
（対称性）

規則性
（対称性）

脂漏

皮膚炎

病変あり

生理的
（eg.暑さ）

身体的
(皮膚以外の
疾患関与)
(eg.痛くて
舐める)

心因性
(eg.退屈で
掻く)

赤い皮膚病変（紅斑、丘疹）

いわゆる皮膚炎［p11］

（その他の皮膚炎）

アトピー
［p9］
2211

アレルギー
［p7］
2210

2212、2213

2217

2204、2205
2206、2209

痒がる

寄
生
虫
症

真
菌
症

膿
皮
症

病変なし

脂肪腫
好酸球性肉芽腫症候群
皮膚糸状菌症
マラセチア性皮膚炎
爪周囲炎
毛包虫症
肥満細胞腫（皮膚）
脱毛（原因未定）
爪の外傷
脂肪織炎
毛包炎
上記に該当しない皮膚の腫瘍
脂漏症
皮膚の化膿/皮下膿瘍/
  蜂窩織炎
湿疹
趾間皮膚炎　

0.1%
0.1%
0.2%
0.2%
0.2%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.4%
0.4%
0.8%
0.9%

1.0%
2.1%
3.2%

その他の皮膚疾患
23.2%

膿皮症
21.3%

原因未定の皮膚炎
18.6%

  アレルギー性皮膚炎
（抗原特異的）17.3%

アトピー性皮膚炎
8.8%

請求件数の内訳

皮膚の痒み（原因未定）
脱毛（原因未定）
爪周囲炎
爪の外傷
病理学的未定の皮膚腫瘍
脂肪腫
組織球腫（皮膚）
肥満細胞腫（皮膚）
黒色細胞腫・メラノーマ
皮膚型リンパ腫
肛門周囲腺腫
上記に該当しない皮膚の腫瘍
上記に該当しない皮膚疾患

2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229

膿皮症/細菌性皮膚炎
マラセチア性皮膚炎
皮膚糸状菌症
毛包虫症
疥癬
ノミ/マダニ等の外部寄生虫症
アレルギー性皮膚炎（抗原特異的）
アトピー性皮膚炎
趾間皮膚炎
原因未定の皮膚炎
脂漏症
皮下膿瘍
脂肪識炎

　

2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
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[p5]

2015年4月1日～2016年3月31日までの間に支払った保険金請求のうち、請求理由が
皮膚疾患であったものを抽出し、各傷病の割合を示した。
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治療的診断

　　消毒液や抗菌薬の投与により症状の改善が認められること。

局所療法
　  高濃度クロルヘキシジン

全身療法
　  セフェム系抗菌薬

標準的治療

　主にブドウ球菌 Staphyloccus intermedius 群による化膿を

特徴とする皮膚疾患である。ブドウ球菌は健常皮膚に

共生しうるが、免疫力の低下や皮膚バリア機能の低下に伴い

増殖し皮膚に病変を引き起こす。

症状
　  S. intermedius 群感染による特徴的な皮疹が認められること。
　 多くの病変は深部に及ばず、表皮や毛包に留まる。

膿皮症

診断基準

参照図①
丘疹と膿疱
［中心性に化膿を認めることがある赤い小さな隆起］

参照図①-④　　　

参照図②
表皮小環
［拡大傾向のある飾り襟様のふけ］

参照図③
紅斑
［皮表にふけやかさぶたを乗せた拡大傾向の
ある環状の発赤］

参照図④
脱毛
［拡大傾向のある脱毛斑］
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重要事項
過去半年以内に抗菌薬を使用している場合、細菌培養検査と薬剤感受性試
験により起因菌を分離し、感受性のある抗菌薬を使用する。.

必須事項

症例によって
  推奨すべき事項

bullet key
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アレルゲンの回避
　  食物アレルギーでは原因として疑いのある食物(おやつや
　  サプリメントを含む）を中止する。
　  ノミアレルギーでは滴下薬や内服薬によるノミの防除と環境の
　  駆除を行う。

皮膚炎の薬物療法
　  つらい痒みや皮膚炎の早期緩和を目的としてプレドニゾロン
　  0.5mg/kg SID or BID1) が有用である。
　  通常、1ヶ月程度で症状の緩和が認められ、その後薬物は
　  漸減する。

　アレルギーとは、本来病原性のない外来物質に対する過剰な

免疫反応であり、アレルギー性皮膚炎とはアレルゲン

（アレルギーの原因物資）に暴露され生じる痒みを主体とした

皮膚疾患である。犬や猫では食物アレルギーとノミアレルギーが

日常的であり、その他の抗原によるアレルギー性皮膚炎は

稀である。

病歴
　　特定抗原の暴露と発症が一致していること。
症状
　　痒み
アレルゲン回避：アレルゲンを回避することで症状改善がみられる。

食物アレルギー
　  特定の食物の摂取により発症する。
　  食物中のタンパク質がアレルゲンとなる。
　  耳や顔、肢端や肛囲を痒がることが多い。

ノミアレルギー
　  ノミに吸血され発症する。
　  ノミ唾液中のたんぱく質がアレルゲンとなる。
　  腰回りを中心に、暖かくなると痒みが発症、悪化する。

診断基準

標準的治療
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重要事項
血清アレルゲン特異的IgE検査は血液中のIgE抗体を測定しアレルゲンを
調べる検査である。しかし、IgEの上昇はアレルギーに特化せず、抗体価が
高くてもアレルゲンとは言えないことがあるので確定診断の検査に
はならない。

アレルギー性皮膚炎

参照図①
食物アレルギー

参照図②
ノミアレルギー

参照図①　　　

参照図②　　　
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補助的診断
  1) アトピー性皮膚炎の診断基準を満たしうる疾患を除外する。
　　マラセチア皮膚炎：皮表の脂漏やふけを特徴とする。
　　食物アレルギー：食餌歴により疑うことができる。
  2) アトピー素因の補助的な評価としてIgE検査が有用である。
　　日本のアトピー性皮膚炎のワンちゃんの96％2）がハウス
     ダストマイト（コナヒョウヒダニ）に感作されている。
  3) 統計からみたアトピー性皮膚炎の特徴（Favrot）が診断の
　  参考になる。

標準的治療　アトピー素因をもつ犬に起こる炎症と痒みを特徴とする

皮膚疾患である。アトピー素因は、先天的な皮膚の免疫機能と

バリア機能の失調と推察されている。

かゆみ行動がみられること。
　舐める、咬む、引っ掻く等の行動をみて痒みを疑うことができる。

慢性および再発性であること。
　体質が関与する皮膚炎なので、慢性、再発性が特徴である。

皮膚炎が対称性に分布すること。
　皮疹はこすれる場所や動く場所に対称性に生じ、はじめは赤く、
　次第に黒くコケのように厚くなる。

診断基準

参照図③
紅斑
［均質な発赤］

参照図④
苔癬化
［皮溝を伴う皮膚の隆起］

❶ 3歳以下の発症　　　　　　　       
❷ 室内飼育　　　　　　　　　　　   
❸ グルココルチコイド反応性の掻痒      
❹ 他に皮膚症状のない掻痒　　　　　

❺ 前肢に症状
❻ 耳介外側に症状あり
❼ 耳介辺縁に症状なし
❽ 背部－腰部に症状なし
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かゆみや皮膚炎に対する薬物療法
　つらい痒みや皮膚炎の緩和を目的としたプレドニゾロン0.5mg/kg
　SID or BID1)が有用である。

悪化因子の除去
　アレルギー、感染、精神要因等の関与が疑われる場合はその除去に
   努める。

予防的治療
　症状がない、あるいはあっても生活に支障を来さない予防的治療を
　導入する。

参照図①-④　　　

参照図① 参照図②
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過去半年以内に抗菌薬を使用している場合、細菌培養検査と薬剤感受性試
験により起因菌を分離し、感受性のある抗菌薬を使用する。.
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犬種特性等による皮膚炎

　犬種固有の構造や機能により再発を

　繰り返す皮膚炎（マラセチア性皮膚炎含む）。

　　「しわ」による間擦疹。

　　「あぶら」による脂漏性皮膚炎。

症状：分布に規則性のある紅斑や苔癬化。

犬種：しわやあぶらを特徴とした種（以下参考）。

除外診断：感染症、寄生虫症、いわゆる皮膚炎（一過性）。

予後：対症療法により改善するが再発を繰り返す。

急性期の短期対応
　いわゆる皮膚炎に準ずる。

慢性期の維持管理
　薬物治療をあまり必要としないスキンケアを構築する。
　　 局所や全身の洗浄やブラッシング（脂漏には脱脂シャンプー等）。
　　 予防的な外用ステロイドの使用（洗浄後に塗布）。

診断基準

いわゆる皮膚炎

　非特異な内外の環境刺激に起因する皮膚炎。

　　物理的要因（ぶつかる、こすれるなどの外的要因）。

　　自傷（グルーミング等）。

症状：局所性の紅斑。

除外診断：感染症、寄生虫症、犬種特性による皮膚炎（慢性）。

予後：１～２週間以内に改善する一過性の発症である。

適正な短期対症療法により速やかに不快感を排除する。

局所療法
　  外用ステロイド　
　　　強さのランク：strong または moderate class
　　　基材：被毛領域ではローションやソリューション

全身療法
　　経口プレドニゾロン 0.5mg/kg SID～BID1）

　　注射プレドニゾロン 0.5～1.0 mg/kg 注射

診断基準
(間擦疹) 

標準的治療

標準的治療

1 ２

しわ

パグ ブルドッグ
アメリカンコッカー
スパニエル

ウェストハイランド
ホワイトテリア

あぶら

その他の皮膚炎
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